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〔
商
法
　
三
六
七
〕

株
主
総
会
招
集
通
知
の
「
会
議
ノ
目
的
タ
ル
事
項
」

と
し
て
の
選
任
取
締
役
の
員
数
明
示
と
決
議
取
消
請

求
の
裁
量
棄
却

判例研究

〔
判
示
事
項
〕

一
　
株
主
総
会
招
集
通
知
の
会
議
の
目
的
た
る
事
項
に
は
、
原
則
と

し
て
、
選
任
取
締
役
の
員
数
が
含
ま
れ
る
。

二
　
招
集
通
知
と
決
議
議
案
と
の
間
で
選
任
取
締
役
の
員
数
が
相
違

し
て
も
、
本
件
事
情
の
も
と
で
は
選
任
決
議
取
消
請
求
は
裁
量
棄
却

さ
れ
る
。

〔
参
照
条
文
〕

　
商
法
二
三
二
条
二
項
、
二
五
一
条

〔
事
　
実
〕

　
被
告
・
被
控
訴
人
Y
株
式
会
社
の
株
主
総
会
招
集
通
知
に
は
、
議

案
と
し
て
、
「
取
締
役
全
員
（
三
名
）
任
期
満
了
に
つ
き
三
名
選
任

の
件
」
と
さ
れ
、
Y
会
社
の
代
表
取
締
役
で
あ
り
、
Y
会
社
の
発
行

済
株
式
の
約
一
九
・
四
％
を
有
す
る
原
告
・
控
訴
人
X
と
訴
外
A
と

B
の
三
名
が
取
締
役
候
補
者
と
し
て
掲
記
さ
れ
て
い
た
。

　
本
件
株
主
総
会
に
お
い
て
、
出
席
株
主
よ
り
、
選
任
取
締
役
数
を

四
名
と
す
る
提
案
が
な
さ
れ
、
招
集
通
知
に
掲
記
さ
れ
た
X
、
A
、

B
の
三
名
に
訴
外
C
を
加
え
た
四
名
に
つ
き
、
一
括
し
て
記
名
投
票

用
紙
に
各
候
補
者
の
選
任
・
非
選
任
の
別
を
明
ら
か
に
す
る
方
法
で

投
票
が
行
な
わ
れ
た
。
投
票
の
結
果
、
訴
外
A
、
B
、
C
が
過
半
数

の
得
票
を
得
て
取
締
役
に
選
任
さ
れ
た
。
X
は
過
半
数
の
得
票
を
得
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融
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事
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二
］
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四
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る
こ
と
が
で
き
な
く
、
再
任
さ
れ
ず
、
取
締
役
（
代
表
取
締
役
）
の

地
位
を
失
っ
た
。

　
X
は
、
次
の
よ
う
に
主
張
し
、
本
件
決
議
の
取
消
を
求
め
て
本
訴

に
及
ん
だ
。
す
な
わ
ち
、
選
任
取
締
役
の
員
数
が
四
名
で
あ
る
旨
が

招
集
通
知
に
記
載
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
本
件
決
議
に
は
、
そ

の
招
集
手
続
ま
た
は
決
議
の
方
法
が
法
令
に
違
反
す
る
毅
疵
が
あ
り
、

さ
ら
に
、
本
件
決
議
は
、
訴
外
A
、
B
、
C
が
、
Y
会
社
に
多
大
な

貢
献
を
し
て
き
て
い
る
X
の
取
締
役
再
任
を
阻
み
、
C
お
よ
び
そ
の

同
族
に
よ
る
経
営
支
配
を
行
う
た
め
事
情
を
知
ら
な
い
多
数
の
株
主

か
ら
委
任
状
を
集
め
、
か
つ
、
招
集
通
知
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
議
題
を
突
如
提
案
の
う
え
、
X
の
再
任
を
支
持
す
る
株
主
に
は

意
見
表
明
の
機
会
さ
え
与
え
ら
れ
な
い
ま
ま
行
わ
れ
る
な
ど
、
そ
の

決
議
の
方
法
が
著
し
く
不
公
正
で
あ
る
か
ら
、
本
件
決
議
は
取
消
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
X
に
よ
り
主
張
さ
れ
た
。
第
一
審
は
、
X

の
請
求
を
棄
却
。
X
控
訴
。

〔
判
　
旨
〕

　
控
訴
棄
却
。

一
　
「
取
締
役
の
選
任
を
議
案
と
す
る
場
合
に
お
け
る
選
任
す
べ
き

員
数
」
と
株
主
総
会
招
集
通
知
に
記
載
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る

「
会
議
の
目
的
た
る
事
項
」
の
関
係
に
つ
い
て
み
る
と
、
「
累
積
投
票

の
請
求
が
認
め
ら
れ
る
場
合
は
も
と
よ
り
、
そ
う
で
な
い
場
合
に
お

い
て
も
、
議
案
と
し
て
は
単
に
『
取
締
役
選
任
の
件
』
と
し
て
特
に

員
数
を
記
載
し
な
く
て
も
、
会
社
の
規
模
、
株
主
数
、
従
来
か
ら
の

慣
行
等
に
よ
っ
て
、
当
該
株
主
総
会
で
選
任
さ
れ
る
べ
き
取
締
役
の

員
数
に
つ
い
て
は
お
の
ず
と
一
定
の
範
囲
内
で
あ
る
こ
と
が
株
主
も

当
然
に
予
想
・
認
識
し
得
る
客
観
的
状
況
に
あ
り
、
そ
の
議
案
に
対

す
る
株
主
の
態
度
の
決
定
に
つ
き
格
別
の
支
障
も
な
く
、
株
主
の
権

利
を
害
す
る
虞
れ
が
な
い
等
の
特
段
の
事
情
の
存
す
る
場
合
は
と
も

か
く
、
原
則
と
し
て
員
数
を
明
ら
か
に
す
べ
き
で
あ
り
、
員
数
の
明

示
は
『
会
議
の
目
的
た
る
事
項
』
に
含
ま
れ
る
と
解
す
る
の
が
相
当

で
あ
る
。
」

　
「
取
締
役
の
選
任
を
議
案
と
す
る
株
主
総
会
に
お
い
て
、
出
席
株

主
か
ら
選
任
す
べ
き
取
締
役
の
員
数
を
増
や
す
こ
と
が
提
案
さ
れ
た

よ
う
な
場
合
…
…
招
集
通
知
の
記
載
の
内
容
か
ら
み
て
同
一
性
を
失

わ
な
い
と
客
観
的
に
判
断
で
き
る
範
囲
で
の
議
案
の
修
正
は
可
能
と

解
さ
れ
て
は
い
る
が
、
少
な
く
と
も
員
数
を
増
や
す
こ
と
は
右
の
同

一
性
を
失
わ
せ
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
。

　
「
右
に
述
べ
た
と
こ
ろ
を
本
件
に
つ
い
て
み
る
と
…
…
招
集
通
知

上
は
『
取
締
役
三
名
の
選
任
』
が
議
案
と
さ
れ
て
い
た
の
に
、
本
件

決
議
は
『
取
締
役
四
名
の
選
任
』
を
議
案
と
し
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
る

か
ら
、
選
任
す
べ
き
取
締
役
の
員
数
を
異
に
し
て
い
る
点
に
お
い
て

招
集
通
知
に
記
載
の
な
い
事
項
に
つ
い
て
の
決
議
で
あ
り
、
そ
の
決
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議
の
方
法
が
法
令
に
違
反
す
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

二
　
「
右
の
決
議
の
方
法
の
法
令
違
反
は
、
上
来
認
定
・
説
示
の
事

実
関
係
、
特
に
、
本
件
決
議
に
つ
い
て
他
に
取
消
原
因
が
存
在
し
な

い
こ
と
、
右
の
違
反
に
よ
っ
て
株
主
の
株
主
総
会
あ
る
い
は
取
締
役

の
選
任
に
関
す
る
権
利
が
害
さ
れ
た
と
も
い
え
な
い
こ
と
、
右
の
違

反
の
存
否
は
本
件
決
議
に
よ
っ
て
選
任
さ
れ
た
三
名
が
本
件
株
主
総

会
で
取
締
役
に
選
任
さ
れ
る
こ
と
を
左
右
す
る
ほ
ど
の
事
情
と
は
い

い
難
い
こ
と
等
を
総
合
勘
案
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
係
る
事
実
は
重

大
と
は
い
え
ず
、
か
つ
、
本
件
決
議
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な

い
と
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
判
断
を
動
か
す
に
足
り
る
証
拠
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
決
議
取
消
請
求
に
つ
い
て
は
商
法
二
五
一
条
に

基
づ
き
こ
れ
を
棄
却
す
る
の
が
相
当
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

〔
評
　
釈
〕

　
判
旨
第
一
点
に
若
干
疑
間
。
判
旨
第
二
点
に
反
対
。

一
　
株
主
総
会
招
集
通
知
に
「
会
議
ノ
目
的
タ
ル
事
項
」
を
記
載
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
を
規
定
す
る
現
行
商
法
二
三
二
条
二
項
の
沿

革
を
た
ど
る
と
、
明
治
二
三
年
商
法
一
九
九
条
に
達
す
る
。
同
条
に

よ
れ
ば
、
「
総
会
ノ
招
集
ハ
会
日
ヨ
リ
少
ナ
ク
ト
モ
一
四
日
前
二
其

会
議
ノ
目
的
及
ヒ
事
項
ヲ
示
シ
且
定
款
二
定
メ
タ
ル
方
法
二
従
ヒ
テ

之
ヲ
為
ス
」
と
規
定
さ
れ
て
い
た
。
明
治
三
二
年
商
法
に
お
い
て
は
、

そ
の
第
一
五
六
条
一
項
に
、
「
総
会
ヲ
招
集
ス
ル
ニ
ハ
会
日
ヨ
リ
ニ

週
間
前
二
各
株
主
二
対
シ
テ
其
通
知
ヲ
発
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
し
と
規

定
さ
れ
、
そ
れ
を
受
け
て
、
同
条
二
項
は
、
「
前
項
ノ
通
知
ニ
ハ
総

会
ノ
目
的
及
ヒ
総
会
二
於
テ
決
議
ス
ヘ
キ
事
項
ヲ
記
載
ス
ル
コ
ト
ヲ

要
ス
」
と
し
て
い
た
。

　
明
治
壬
二
年
商
法
一
九
九
条
に
お
け
る
「
会
議
ノ
目
的
及
ヒ
事
項

ヲ
示
シ
」
の
文
言
が
、
明
治
三
二
年
商
法
一
五
六
条
二
項
に
お
い
て
、

「
総
会
ノ
目
的
及
ヒ
総
会
二
於
テ
決
議
ス
ヘ
キ
事
項
ヲ
記
載
ス
」
と

改
め
ら
れ
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
明
治
二
九
年
十
月
十
六
日
の
第
三

二
回
商
法
委
員
会
議
に
お
い
て
、
岡
野
敬
次
郎
委
員
に
よ
っ
て
、
次

の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
現
行
法
二
所
謂
会
議

ノ
目
的
及
ビ
其
事
項
ト
ハ
果
シ
テ
如
何
ナ
ル
意
味
二
解
釈
ス
ベ
キ
モ

ノ
ナ
ル
ヤ
ヲ
知
ラ
ズ
ト
錐
モ
凡
ソ
総
会
ノ
目
的
ハ
会
社
ノ
大
体
ヲ
示

シ
決
議
ス
ベ
キ
事
項
ハ
細
カ
キ
コ
ト
ヲ
示
ス
モ
ノ
ナ
リ
ト
解
釈
ス
ル

ヲ
穏
当
ト
考
ヘ
タ
レ
バ
ナ
リ
若
シ
現
行
法
ノ
如
ク
会
議
ノ
目
的
及
ビ

其
事
項
ト
セ
ン
カ
決
議
ノ
必
要
ナ
キ
事
項
タ
リ
ト
モ
通
知
セ
ザ
ル
可

ラ
ズ
ト
ノ
嫌
ア
レ
バ
ナ
リ
」
と
説
明
さ
れ
て
い
た
（
法
務
大
臣
官
房

司
法
法
制
調
査
部
監
修
・
法
典
調
査
会
商
法
委
員
会
議
事
要
録
一
七

三
頁
・
商
事
法
務
研
究
会
版
〈
昭
和
六
〇
年
〉
）
。
従
っ
て
、
改
正
の

意
図
と
し
て
は
、
「
意
義
ノ
明
瞭
ナ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
期
シ
」
と
い
う
こ

と
に
な
る
（
法
典
質
疑
会
・
商
法
修
正
案
参
考
書
一
四
八
頁
・
明
法

堂
版
〈
明
治
三
一
年
〉
）
。
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明
治
四
四
年
の
商
法
改
正
に
よ
り
、
明
治
三
二
年
商
法
一
五
六
条

二
項
は
、
「
前
項
ノ
通
知
ニ
ハ
会
議
ノ
目
的
タ
ル
事
項
ヲ
記
載
ス
ル

コ
ト
ヲ
要
ス
」
と
改
め
ら
れ
、
現
行
商
法
二
三
二
条
二
項
と
同
じ
文

言
と
な
っ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
「
現
行
法
二
於
キ
マ
シ
テ
ハ
百

五
十
六
条
第
二
項
二
於
テ
総
会
ノ
目
的
及
総
会
二
於
テ
決
議
ス
ベ
キ

事
項
ト
斯
様
ナ
規
定
ガ
ア
リ
マ
ス
為
二
実
際
上
往
々
差
支
ヲ
生
ジ
マ

ス
ノ
デ
、
即
チ
総
会
二
於
テ
決
議
ス
ベ
キ
事
項
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
解
シ

マ
シ
テ
議
案
其
モ
ノ
ヲ
指
ス
ト
云
フ
解
釈
ヲ
為
ス
ニ
マ
デ
到
ツ
テ
居

リ
マ
ス
、
ソ
コ
デ
其
議
案
ト
趣
意
ハ
同
一
デ
ア
ツ
テ
モ
或
ハ
少
シ
字

句
ノ
違
ツ
テ
居
ル
決
議
ヲ
為
セ
バ
直
グ
ニ
ソ
レ
ハ
通
知
ガ
無
イ
ト
称

ヘ
テ
決
議
無
効
ノ
訴
ヲ
起
ス
ト
云
フ
ヤ
ウ
ナ
極
端
ノ
例
モ
ア
ル
ノ
デ

ア
リ
マ
ス
、
ソ
レ
デ
此
意
味
ハ
会
議
ノ
目
的
タ
ル
事
項
ト
云
フ
ニ
過

ギ
ナ
イ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
カ
ラ
其
意
味
デ
民
法
ノ
法
人
ノ
総
会
ノ
場
合

ノ
文
字
ト
同
ジ
文
字
ヲ
使
ヒ
マ
シ
テ
『
会
議
ノ
目
的
タ
ル
事
項
』
ト

云
フ
コ
ト
ニ
改
メ
マ
シ
タ
方
ガ
穏
当
デ
ア
ル
」
と
政
府
委
員
斎
藤
十

一
郎
氏
の
言
が
引
用
さ
れ
て
い
る
（
法
律
新
聞
社
編
纂
・
改
正
商
法

理
由
一
五
八
頁
、
一
五
九
頁
〈
明
治
四
四
年
〉
）
。
ま
た
、
明
治
四
四

年
の
商
法
改
正
前
に
お
け
る
実
務
に
お
い
て
、
法
文
の
「
総
会
ノ
目

的
及
ヒ
総
会
二
於
テ
決
議
ス
ヘ
キ
事
項
」
に
つ
き
、
「
決
議
事
項
ノ

可
否
ヲ
判
定
ス
ル
ニ
足
ル
ヘ
キ
材
料
ノ
記
載
ヲ
必
要
ト
シ
損
益
計
算

書
ノ
如
キ
モ
亦
悉
ク
之
ヲ
掲
ク
ヘ
キ
モ
ノ
ト
」
解
し
て
い
る
の
は
誤

解
で
あ
り
妥
当
で
は
な
い
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
実
務
の
誤
解
を
な

く
す
た
め
に
「
会
議
ノ
目
的
タ
ル
事
項
」
に
法
文
を
改
め
る
意
味
が

あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
松
本
丞
…
治
・
商
法
改
正
法
評
論
六
三
頁

〈
大
正
三
年
〉
）
。

　
な
お
、
明
治
四
四
年
の
商
法
改
正
に
お
い
て
、
商
法
二
〇
八
条
に

第
二
項
が
新
設
さ
れ
、
「
定
款
ノ
変
更
二
関
ス
ル
議
案
ノ
要
領
ハ
第

百
五
十
六
条
二
定
メ
タ
ル
通
知
及
ビ
公
告
二
之
ヲ
記
載
ス
ル
コ
ト
ヲ

要
ス
」
と
規
定
さ
れ
た
。
こ
の
新
設
理
由
は
、
定
款
変
更
を
総
会
の

目
的
と
す
る
場
合
の
よ
う
に
事
柄
が
極
め
て
重
大
な
も
の
に
つ
い
て

は
、
議
案
の
全
文
を
そ
の
ま
ま
通
知
す
る
必
要
は
な
い
が
、
「
議
案

ノ
要
領
」
だ
け
は
通
知
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
点
に
あ
る
（
法
律

新
聞
編
纂
・
前
掲
改
正
商
法
理
由
一
二
四
頁
）
。

　
立
法
の
沿
革
を
見
る
と
、
各
時
代
に
お
い
て
、
条
文
上
の
表
現
の

相
違
は
あ
る
も
の
の
、
会
議
の
目
的
を
株
主
総
会
招
集
通
知
に
よ
り

了
知
さ
せ
る
趣
旨
は
、
「
株
主
ヲ
シ
テ
総
会
ノ
目
的
及
ヒ
其
総
会
二

於
テ
評
決
セ
ラ
ル
ヘ
キ
事
項
如
何
ヲ
予
知
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
セ
シ
メ
其

議
決
権
ヲ
行
フ
ニ
付
十
分
ノ
準
備
ヲ
為
サ
シ
ム
ル
」
と
こ
ろ
に
あ
る

と
解
さ
れ
る
（
梅
「
株
主
総
会
通
知
ノ
記
載
事
項
」
最
近
判
例
批
評

〈
一
九
九
五
年
復
刻
版
〉
二
七
四
頁
、
二
七
五
頁
）
。
こ
の
よ
う
に
し

て
立
法
の
趣
旨
は
明
確
に
な
っ
た
も
の
の
、
会
議
の
目
的
た
る
事
項

と
し
て
選
任
取
締
役
の
員
数
ま
で
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
否
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か
に
つ
い
て
ま
で
判
明
し
て
い
な
い
の
て
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、

解
釈
論
の
更
な
る
展
開
が
必
要
と
な
る
。

二
　
株
主
総
会
の
招
集
通
知
に
お
け
る
会
議
の
目
的
と
の
関
係
に
お

い
て
、
選
任
さ
れ
る
取
締
役
の
員
数
明
示
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
、

現
在
に
お
い
て
も
、
厳
格
に
解
す
る
の
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
。
取
締

役
選
任
に
つ
い
て
累
積
投
票
請
求
権
を
完
全
に
排
除
で
き
な
か
っ
た

昭
和
四
九
年
商
法
改
正
前
に
お
い
て
は
、
株
主
に
累
積
投
票
権
を
認

め
た
以
上
、
総
会
招
集
通
知
に
も
選
任
さ
れ
る
取
締
役
の
員
数
を
明

示
し
、
総
会
は
そ
の
人
数
の
み
を
選
任
し
得
る
こ
と
と
な
る
（
津
田

・
東
京
地
判
昭
和
三
三
年
一
月
二
二
日
判
批
・
財
政
経
済
弘
報
六
九

六
号
六
頁
）
と
明
解
に
主
張
し
得
た
。
し
か
し
、
現
在
に
お
い
て
、

ほ
と
ん
ど
の
会
社
が
定
款
規
定
に
よ
っ
て
累
積
投
票
請
求
権
を
完
全

に
排
除
し
て
い
る
た
め
、
そ
の
よ
う
な
会
社
で
は
、
選
任
取
締
役
の

員
数
記
載
要
求
は
妥
当
性
を
失
っ
た
も
の
と
も
解
さ
れ
る
（
前
田
・

新
版
注
釈
会
社
法
二
三
二
条
注
二
二
〈
五
巻
五
二
頁
〉
）
。
し
か
し
、

選
任
取
締
役
の
員
数
は
、
会
社
支
配
と
会
社
経
営
の
根
本
に
関
す
る

も
の
で
あ
り
、
複
数
の
取
締
役
が
一
度
に
選
任
さ
れ
る
と
い
っ
て
も
、

各
人
の
選
任
は
個
々
の
一
つ
の
決
議
で
な
さ
れ
、
員
数
明
記
を
要
求

し
て
も
、
特
に
総
会
招
集
権
者
側
に
負
担
を
強
い
る
も
の
で
は
な
い

（
鈴
木
・
本
件
判
批
・
亜
細
亜
法
学
二
七
巻
］
号
二
二
五
頁
）
。
従
っ

て
、
株
主
保
護
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
定
款
規
定
で
の
累
積
投
票
請

求
権
の
排
除
と
共
に
、
右
の
よ
う
な
株
主
に
有
利
な
員
数
明
示
の
必

要
性
ま
で
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
結
論
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と

考
え
ら
れ
る
。
（
反
対
・
荒
谷
・
本
件
評
釈
・
法
律
の
ひ
ろ
ば
一
九
九
二

年
八
月
七
三
頁
）
。
員
数
明
示
を
厳
格
に
考
え
る
こ
と
に
よ
り
、
思

い
つ
き
で
な
い
慎
重
な
、
会
社
の
将
来
を
見
す
え
た
経
営
が
期
待
で

き
る
か
ら
で
あ
る
。

　
右
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
選
任
取
締
役
の
員
数
明
示
を
原
則

と
し
て
求
め
て
い
る
判
旨
第
一
点
の
こ
と
員
数
明
示
の
点
に
は
賛
成

で
き
る
。
し
か
し
、
判
旨
第
一
点
は
、
特
段
の
事
情
に
よ
っ
て
員
数

を
株
主
が
知
り
得
る
よ
う
な
状
況
に
あ
れ
ば
、
会
議
の
目
的
た
る
事

項
と
し
て
の
員
数
明
示
は
必
ず
し
も
必
要
な
い
と
解
し
て
い
る
よ
う

で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
は
疑
問
が
あ
る
。
確
か
に
、
招
集
通
知
に
添

付
さ
れ
た
付
属
書
類
な
ど
か
ら
選
任
取
締
役
の
員
数
が
判
明
す
る
よ

う
な
状
況
で
あ
れ
ば
、
適
法
な
通
知
が
あ
っ
た
も
の
と
解
す
る
（
中

村
・
本
件
評
釈
・
金
融
・
商
事
判
例
八
九
一
号
四
八
頁
）
の
は
論
理

的
で
あ
る
。
し
か
し
、
株
主
総
会
招
集
通
知
に
お
け
る
会
議
の
目
的

た
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
軽
々
し
く
解
す
べ
き
で
は
な
い
と
思
う
。

判
決
主
文
と
同
じ
よ
う
に
、
そ
れ
さ
え
読
め
ば
、
事
の
結
末
が
明
確

に
な
る
状
態
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
他
と
考
え
合
わ
せ
れ
ば
判
明

す
る
と
い
う
の
で
は
妥
当
性
を
欠
く
。
従
っ
て
、
選
任
取
締
役
の
員

数
に
つ
い
て
は
、
必
す
、
会
議
の
目
的
た
る
事
項
と
し
て
、
何
名
と
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書
く
必
要
が
あ
る
と
解
す
る
の
で
、
判
旨
第
一
点
に
は
、
若
干
疑
問

が
あ
る
。

　
右
の
よ
う
に
選
任
取
締
役
の
員
数
明
示
を
厳
格
に
考
え
る
と
、
一

度
、
会
議
の
目
的
と
し
て
選
任
員
数
が
明
示
さ
れ
る
と
、
株
主
総
会

の
場
に
お
け
る
選
任
取
締
役
の
員
数
変
更
は
会
議
の
目
的
事
項
の
変

更
と
な
っ
て
許
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
（
吉
本
・
本
件
解
説
・
法
学

セ
ミ
ナ
ー
四
四
八
頁
一
二
五
頁
の
指
摘
）
。
そ
れ
で
は
、
極
め
て
窮

屈
で
あ
り
、
最
高
意
思
決
定
機
関
と
し
て
の
株
主
総
会
の
修
正
権
限

を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
と
も
解
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
、
選
任
取
締
役

の
員
数
は
、
会
社
支
配
と
会
社
経
営
の
根
本
に
か
か
わ
る
か
ら
そ
れ

を
重
視
す
る
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
選
任
取
締
役
の
員
数
明
示
は
、
一

度
通
知
さ
れ
る
と
会
議
体
の
議
決
範
囲
ま
で
も
拘
束
す
る
こ
と
と
な

る
け
れ
ど
も
、
こ
と
取
締
役
選
任
に
関
し
て
は
、
総
会
招
集
権
者
や

提
案
権
者
に
慎
重
に
準
備
を
さ
せ
、
株
主
総
会
尊
重
の
精
神
を
強
化

す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
妥
当
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
す

る
と
、
会
議
の
目
的
に
明
示
さ
れ
た
員
数
以
上
の
取
締
役
を
選
任
す

る
た
め
に
は
、
再
度
、
あ
ら
た
め
て
株
主
総
会
を
招
集
し
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
小
規
模
閉
鎖
会
社
は
別
と
し
て
、
大
規
模
公
開
会
社
で
は
、

事
実
上
、
次
の
定
時
総
会
ま
で
待
つ
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

　
本
件
判
旨
第
二
点
は
、
裁
量
棄
却
を
肯
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、

株
主
総
会
招
集
通
知
の
会
議
の
目
的
に
欠
敏
が
あ
る
と
い
う
議
事
成

立
手
続
の
蝦
疵
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
決
議
結
果
に
影
響
を
与
え
な

か
っ
た
と
の
立
証
は
不
可
能
と
解
さ
れ
、
裁
量
棄
却
は
許
さ
れ
な
い

と
解
す
る
の
が
（
寳
金
・
本
件
解
説
・
判
例
タ
イ
ム
ズ
七
九
〇
号
一

七
三
頁
参
照
）
、
株
主
保
護
の
観
点
か
ら
妥
当
と
思
わ
れ
る
。
そ
う

す
る
と
、
会
議
の
目
的
に
明
示
さ
れ
た
以
上
の
員
数
の
取
締
役
を
選

任
し
た
本
件
決
議
は
、
会
議
の
目
的
の
欠
鉄
と
同
視
し
得
る
の
で
、

や
は
り
、
決
議
取
消
の
裁
量
棄
却
に
な
じ
ま
な
い
と
解
さ
れ
る
。
こ

の
意
味
に
お
い
て
、
判
旨
第
二
点
に
反
対
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
平
成
八
年
一
〇
月
三
〇
日
稿
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
加
藤
　
修
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